
２０２6年度 健康保険料・介護保険料 

任意継続被保険者制度 特例退職被保険者制度 

●保険料は退職時の標準報酬月額（3６万円上限）から算出するため、一人ひとりの保険料額が異なります。 給与明

細から控除されている健康保険料を基に、下記の早見表に、ご自身の場合に当てはめて確認してください。  

※現在の健康保険料が 1６，２00円より高い場合は表の上限額 3６万円でご確認ください。 

●保険料の上限額は一般被保険者の平均標準報酬月額から算出されるため、一般被保険者の標準報酬月額の増減

や保険料率の改定により年度単位で保険料額が変わる場合があります。 

●半年・年払の場合、保険料割引があります。（複利原価法による年４％） 

 

 

●保険料は全員一律です。 

●保険料は第一生命健康保険組合被保険者（特例退職被保険者

を除く）の平均標準報酬月額（前年 9月末現在）の範囲において

健康保険組合会で定める月額に保険料率を乗じた額となりま

す。保険料率等の改定により年度単位で保険料額が変わる場合

があります。 

●半年・年払の場合、保険料割引あります。 

  （複利原価法による年４％） 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

   

 

 

※資格喪失直前に標準報酬月額が変更になった

場合、給与明細から算出する保険料と相違する

場合があります。 

 

※介護保険料は 40～64 歳までの被保険者、

40～64 歳までの被扶養者がいる場合に、当

組合へ納付いただきます。 

（参考：介護保険料の納付先は右記参照） 

 

※２回目以降保険料は、原則、ゆうちょ銀行から

の自動引落のみ（初回は指定口座に振り込み）

となります。 

 

 
(例） 

直近給与明細での健康保険料控除額 

7,650円の場合 

・健康保険料月額  17,000円 

・子ども・子育て支援金 391円 

・介護保険料月額   3,060円 

・健康保険料月額  34,000円 

・こども・子育て支援金 782円 

・介護保険料月額    6,120円 

※介護保険料は 40～64 歳までの被保険者、40～64

歳までの被扶養者がいる場合に、当組合へ納付いただ

きます。 

※銀行口座からの引落（一部取扱不可あり）となります。 

※初回保険料引落日は、資格取得月の翌月以降となり

ます。 


